
医療的ケアの実施内容・体制の確認と準備

医療的ケア児 教育・保育施設利用への流れ＜概要＞

教育・保育施設 子育てあんしん課 保護者 主治医

申込相談

施設見学（任意）

情報提供

主治医意見書の
作成(様式１)

(作成までに1カ月程度必要)

【２号・３号の場合】

保育施設利用申込

●主治医意見書
●医療的ケア実施依頼書(様式2)

受付

同意書の作成(様式4)

(作成までに2週間程度必要)

教 育 ・ 保 育 施 設 利 用 開 始

実施計画書の作成
(様式5)

(作成までに2週間程度必要)

受理

利用開始日を調整・決定

通知

＊教育・保育施設での医療的ケア
の実施に必要な物品の用意

＊日々の健康状態や主治医からの
   意見等について教育・保育施設
と情報共有

＊緊急時の連絡体制の確保

＊教育・保育施設での医療的ケア
の実施状況の把握と変更時に
必要な手続き等の案内

＊必要時、協議・相談の場の
設置

＊教育・保育施設内の医療的ケア
   実施体制の整備
＊提供する教育または保育の内容
   について保護者に
   確認・共有
＊医療的ケアの実施状況について
   子育てあんしん課に共有

指示書の作成(様式3)

(作成までに1カ月程度必要)
指示書の提出

依頼

面談

指示書の内容を
共有

同意書の内容を
共有

利用調整

体験保育

体験保育を実施する
保育施設の調整

【１号の場合】
教育施設利用申込

●主治医意見書
●医療的ケア実施依頼書(様式2)

【ケア会議の開催】
（主治医にケア内容等確認）

受付

利用相談
体験入園を実施す
る教育施設の調整

体験入園

体験保育を実施する
保育施設の調整

集団生活または集団保育
の可否の相談
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